
令和３年 ４ 月１９日 

 

令和３事業年度 国立大学法人広島大学監事監査計画 

 

                          監事 栗栖 長典 

                          監事 野上 智行 

 

  広島大学監事監査規則第６条の規定に基づき、令和３事業年度に実施する監査計画を

次のとおり定める。 

 

１．監査の基本方針 

  本学が掲げる理念・目標を達成する観点から、業務の合理的かつ効率的な運営を図ると

ともに、会計経理の適正を期することを目的とし、会計監査人及び監査室と連携して監事

監査を実施する。 

２．監査事項及び監査の方法 

  広島大学監事監査規則第４条に定める事項について監査を実施する。 

 (1) 業務監査 

   監事は、役員会、教育研究評議会、経営協議会、学長選考会議その他重要な会議に出

席し、ガバナンス体制・内部統制システム等の整備・運用状況を確認し、改善すべき事

項があれば指摘し、必要と認めるときは説明を求め、意見を述べるものとする。 

また、必要に応じて書面及び担当責任者へのヒアリング等によって監査する。 

 (2) 会計監査 

   監事は、学長が財務諸表の適正な作成及び報告のために、必要かつ適切な財務報告体

制を構築し運用しているかを確認するとともに、財務諸表の開示にあたり、その重要事

項について担当責任者から説明を求め、必要があると認めるときは、意見を述べるもの

とする。 

また、会計監査の適切性及び信頼性を確保するため、会計監査人が独立の立場を保持

し、適正な監査を実施しているかを確認し、必要と認めるときは、説明を求めるものと

する。 

３．監査の時期 

 (1) 業務監査 

  業務監査は、令和 3年 4月から令和 4年 6月の間、適宜実施する。 

 (2) 会計監査 

  会計監査は、令和 3 年 4 月から令和 4 年 6 月の間、適宜実施し、年度決算時には会計

監査人と連携して実施する。 

４．監査報告書の作成 

  監事は、監査報告書を令和 4年 6月に作成し、学長に提出する。 

５．学長との定期的ミーティング 

  監事は、学長と定期的なミーティングを実施し、監査状況を適宜フィードバックすると

ともに、学長からの意見等を聴取し、監査に活かしていくものとする。 

６．その他 

  監事は、その他必要に応じて監査を行うべきものと判断した事項については、その都度

監査を実施するものとする。 
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令和２年８ 月２１ 日 

国立大学法人等監事協議会 

代表世話人会 

 

 
 

国立大学法人等監事協議会「監事監査に関する指針」（追補） 

 

 

平成２７年１１月５日付けで策定された「監事監査に関する指針」は、平成２６年～平成２７

年にかけての制度改正により、監査報告記載事項が省令上に規定されたり文部科学大臣宛てに提

出する書類の監事の調査義務等、監事監査に関する様々な規定が法律上盛り込まれるなど、監事の

役割の強化が図られ、監事の責任は以前に増して大きなものとなったことから、それまでの「監事監査

に関する参考指針」を基本に「監事監査に関する指針」として体系的整理を行われたものであ
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Ⅰ.改正国立大学法人法の施行 （令和2 

年4月1日）により「監事監査に関す 

る指針」に必要とされる読み替え事 

項（指針のp.12） 
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国立大学法人等監事協議会「監事監査に関する指針」P12 

 

法令の根拠条文一覧(基本編中の項目番号に（*）記載のもの）の読み替え表 
 

該当頁 該当項目 法令の根拠条文 読み替え 

指針P.5 2.2.1 施行規則第1条の2第2項  

指針P.5 2.2.3 施行規則第1条の2第2項第3号  

指針P.5 2.2.4 施行規則第1条の2第3項  

指針P.5 3.1 監事間の情報の

共有及び協議 

施行規則第1条の2第4項  

指針P.5 3.2 規程の整備 施行規則第1条の2第2項  

指針P.6 3.3.1 施行規則第1条の2第2項  

指針P.6 3.5.1 通則法第39条の2、 

施行規則第1条の2第2項第3号 

 

指針P.6 4．中期目標等及び中

期計画等に基づき実施

される業務の監査 

施行規則第1条の2第5項第2号  

指針P.6 5.1 ガバナンス監査

（法人の長の意思決定

の監査） 

法人法第11条第5項 

第25条第5項 

法人法第11条第7項 

 

指針P.7 5.2 内部統制システ

ムに係る監査 

法人法第11条第4項 

第25条第4項 

通則法第28条第2項 

施行規則第1条の2第5項第3号 

法人法第11条第6項 

 

指針P.7 5.5 子法人に対する調   

査 

法人法第11条第7項・第8項 

第25条第7項・第8項 

施行規則第1条の2第2項 

第2号・第1条の4 

法人法第11条第9項・第10項 

 

指針P.7 5.6 その他の事項 通則法第21条の5  

指針P.8 6．会計監査 通則法第39条第1項 

第39条の2第2項 

 

 

指針P.9 7.2 監査計画 施行規則第1条の2第5項  

指針P.9 7.4 監事の権限 法人法第11条第5項・第9項 

第25条第5項・第9項 

施行規則第1条の2第2

項 

法人法第11条第7項・第11項 
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指針P.9 7.5 監事の責任 法人法第11条第4項・第6項 

第11条の2 

第25条第4項・第6項 

第25条の2 

通則法第21条の5 

第39条の2 

施行規則第1条の2第5項 

法人法第11条第6項・第8項 

 

指針

P.10 

7.6 重要な法令等 法人法第18条 

第26条 

第38条 

通則法第21条の4 

第24条 

第25条の2 

第50条の3 

 

指針

P.10 

8.1 監査報告の作成 法人法第11条第4項 

第25条第4項 

通則法第38条第2項 

施行規則第1条の2第5項 

法人法第11条第6項 

 

法人法・・・「国立大学法人法」の略 

通則法・・・「国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法」の略 

施行規則・・「国立大学法人法施行規則」の略 
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３.「国立大学法人法第11条第8項、第25

条第6項及び国立大学法人法施行規則

第1条の３の規定に基づき、監事の調

査の対象となる書類一覧」への追加

事項（指針のp.57-58） 
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「国立大学法人法第11条第8項、第25条第6項及び国立大学法人法施行規則第1条

の3の規定に基づき、監事の調査の対象となる書類一覧」（p.57-58）への追加事項 

 

【国立大学法人法関係】 

第10条第4項 大学総括理事を置くこととするときの承認に係る書類（追加） 

第12条第1項、第26条 学長（機構長）の選考の申出  

第13条第2項、第26条 理事の任命の届出 

第13条の2第1項及び第2項 大学総括理事の承認に係る書類（追加） 

第17条第4項、第26条 学長（機構長）の解任の申出（追加） 

第17条第5項、第26条 理事の解任の届出 

第17条第6項 大学総括理事の解任の承認に係る書類（追加） 

第22条第2項、第29条第2項 出資に関する業務を行う際の認可に係る書類 

（→国立大学法人法施行規則第2条第1項の申請書及び同条第2項の添付書類） 

第30条第3項 中期目標を定め、又はこれを変更する際の意見 

第31条第1項 中期計画の認可に係る書類
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（→国立大学法人法施行規則第18条の申請書） 

第49条 会計規程の届出 

第50条の2第2項 役員の報酬の基準の届出 

第50条の3 学長若しくは機構長又は監事（常勤に限る。）の兼業の承認に係る書類（追 

加） 

第50条の4第2項第5号 国立大学法人等役職員の離職後の就職の援助のための措置  

に関する計画の認定に係
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3.4.1 │⁸№╠⅛∂╘ ─ ⌐ ≡⁸ ─ ⌐ ⌂

╩ ≤⇔≡ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

3.4.2 │⁸ ─ ⌐ √∫≡⁸∕─ ┘ ⌐ ⇔⌂↑╣┌⌂

╠⌂™⁹ 

 

3.5 ─ ≤─  

3.5.1* │⁸ ⌐ ╩ ℮√╘⌐⁸ ≤ ⌂ ╩ ∟

╩ ℮╙─≤∆╢⁹╕√⁸ ⅛╠∕─ ⌐≈™≡⁸ ┘

╩ ╘╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

3.5.2 │⁸ ┘ ≤ ⌂ ╩ ∟⁸ ┘

─ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸ │ ⅛╠ ┘

╩ ╘╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ │⁸ ⅜№╢≤ ╘╢≤⅝│⁸ ⌐

─ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 

 

4* ┘ ⌐ ≠⅝ ↕╣╢ ─  

│⁸ ┘ ⌐ ≠⅝ ↕╣╢ ה ╛ ╩│∂

╘≤∆╢ ⌐≈™≡⁸ ─╖⌂╠∏⁸ ⅛≈ ⌐ ↕╣≡™╢

⅛⁸ ⌂ ─ ⌐≈™≡│∕─ ─ ─ ╩ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 

 

5  

5.1* ●Ᵽ♫fi☻ ─ ─ ─  

│⁸●Ᵽ♫fi☻ ─ ⌐ ≠⅝⁸ ─ ◦☻♥ⱶ╩│∂╘≤∆

╢●Ᵽ♫fi☻ ─ ה ╩ ⇔⁸∕─ ╩ ⇔⁸ ∆═⅝ ⅜

№╣┌ ⇔⁸ ≤ ╘╢≤⅝│⁸ ─ ⁸ ┘ ⌐ ⇔≡⁸∕

─ ╩ ╘⁸╕√⁸ ╩ ═╢╙─≤∆╢⁹ 
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√╘─ ─ ╩ ∆╢⁹ 

5.6.2 ≤─  

96 ⌐ ─№╢ ─ ╩

ↄ⁹ ⌐ ∆╢ ─ ╩ ∆╢√╘─ ─ ╩ ∆╢⁹ 

5.6.3 ─  

 │⁸ ⅜ ∆╢ ─ ┘ ⅜ ↕╣≡™╢⅛⌐

≈™≡ ∆╢⁹ 

5.6.4 ⌐ ∆╢  

 │⁸ ─ ⅜ ⌐ ╓∆ ⅜ ⅝™√╘⁸

⁸ ⁸ ⅜™ ⌐ ∆╢ ╩ ∆╢⁹ 

 

 

6*  

6.1 ─  

│⁸ ─ ⌐ ∆╢ ─ ╩ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

ᵑ │⁸ ─ ⅜ ─ ⌂ ┘ ─√╘⌐⁸ ⅛≈

⌂ ╩ ⇔ ⇔≡™╢⅛╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ⅜

╩ ∆╢⌐ √╡⁸∕─ ⌐≈™≡ ╩ ╘⁸ ⅜№╢≤ ╘

╢≤⅝│⁸ ╩ ═╢╙─≤∆╢⁹ 

ᵒ │⁸ ─ ┘ ╩ ∆╢√╘⁸ ⅜ ─ ╩

⇔⁸ ≤⇔≡ ⌂ ╩ ⇔≡™╢⅛╩ ⇔⁸ ≤ ╘╢≤

⅝│⁸ ╩ ═╢╙─≤∆╢⁹ 

ᵓ │⁸ ⅛╠ ┘ ⌐ ∆╢ ╩ ⇔⁸

─ ⌐≈™≡ ⌐ ╩ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

ᵔ │⁸ ─ ┘∕─ ─ ⌐ ∆╢ ⌐ ≠™≡⁸

╩ ⇔⁸∕─ ╩ ⌐ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 

6.2 ─ ⅝ 

 │⁸ ─ ─ ─ ⌐≈™≡⁸ ⅛╠ ⌂

╩ ∆╢≤≤╙⌐ ╩ ╘╢⌂≥⁸ ⌐ ⇔≡ ⇔√ ≢ ∆╢⁹ 

 

 

7 ─  

7.1 ─  

│⁸ ⌐ ≠⅝ ╩ ∂≡ ∆╢⁹ ⅜ ≤ ╘╢≤⅝│⁸
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│ ⌐ ℮↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 

7.2*  

│ ⁸ ⁸ ∕─ ⌂ ╩ ⇔≡⁸ ⌐ ┘

╩ ⇔ ⁸ ⁸ ⌐≈™≡⁸ ─ ╩ ∆╢╙─≤

∆╢⁹╕√⁸ ─ ⌐ √∫≡│⁸ ─ ⌐ ∆╢⁹ 

ᵑ ⌐ ∆╢ ה ─ ┘ ◦☻♥ⱶ─ ה

─  

ᵒ ⌐≈™≡⁸ ─ ─ ≤─  

ᵓ ─  

ᵔⱴ♬ꜙ▪ꜟ⁸♅▼♇◒ꜞ☻♩─  

 

7.3 ─  

│⁸ ╩ ─ ⌐ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 

7.4* ─  

│⁸ ⌐ ∆╢ ╩ ∆╢⁹ 

ᵑ │⁸ ─ ╩ ∆╢√╘⁸ ⁸∕─ ╩ ∆╢

⌐ ⇔⁸ ╩ ═╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

ᵒ │⁸ ⌐ ∆╢ ⌂ ╩ ⇔⁸ ─ ⁸ ┘

⌐ ╩ ╘╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

ᵓ │⁸ ⌂ ─ ⁸ ┘ ─ ⌐≈™≡ ⇔⁸

─ ⁸ ┘ ⌐ ╩ ╘╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

ᵔ │⁸ ⌐ ⇔ ⌂ │ ─ ╩ ╘╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

ᵕ │⁸ ─ ⌐ ≠⅝⁸ ⅜№╢≤ ╘╢≤⅝│⁸ ─

│ ⌐ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 

7.5* ─  

│⁸ ⌐ ∆╢ ╩ ∆╢⁹ 

ᵑ │⁸ ╩ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ ⌐│⁸8.1 ─ ╩ ⇔

⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

ᵒ │⁸ ⅜ ⌐ ╘╢≤↓╤⌐╟╡ ⌐ ∆╢

╩ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

ᵓ │⁸ ╩ ↄ⁹ ₈ ₉≤™℮⁹ ⌐ ה ה ⇔ↄ

⌂ ⅜№╢≤ ╘╢≤⅝⁸ ⇔ↄ│∕─⅔∕╣⅜№╢≤ ╘╢≤⅝│⁸
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─ ⌐ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ⌐ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹╕√⁸

│⁸ ⁸ ⅛╠⁸ ⁸ ⇔ↄ│∕─⅔∕╣⅜№╢≤ ╩ ↑⁸

≤ ╘╢≤⅝│⁸ ─ ⌐ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ⌐

∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 

7.6* ⌂  

│⁸∕─ ⌐≈™≡⁸ ⁸ ⌐ ≠ↄ ─ ⁸ ┘

─ ╩ ⇔⁸ ─√╘⌐ ⌐∕─ ╩ ⇔⌂↑╣┌⌂╠

⌂™⁹╕√⁸ ⌐ ∆╢ ⌐≈™≡│ ╩ ∆╢⁹ 

ᵑ ≤  

│⁸ ╡ √ ╩ ╠⇔≡│⌂╠⌂™⁹ ⇔√ │ ─ ⅜

№╢⁹ 

ᵒ ─  

≤ ∕─ ─ ╩ ∆╢ ≤─ ⅜ ∆╢

⌐≈™≡│⁸ ⅜ ╩ ∆╢⁹ 

ᵓ  

│⁸∕─ ╩ ∫√≤⅝│⁸ ⌐ ⇔⁸↓╣⌐╟∫≡ ∂√

╩ ∆╢ ╩ ℮⁹↓↑╣↓ ─ ⅜ ↑╣┌ ▫╣⌂™⁹  

ᵄ  

─ ╩ ™⁹ │ ─ ─№╢ ╩ ™╒ύ⁸╩ ≤∆╢ ─ ≤⌂⌂G │ ╠ Ћ ⌐ ⇔≡│⌂╠⌂™⁹    ( ─  (. *̀ ─  │⁸ ─ ╩ ∆╢ ⌐ά™≡⁸ ─ ╩ ⇔◔╩ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ ╣↓ ҭ ѥ( ֽ⌐ ≠♃⌐ ∆╢ᾙ─≤∆╢⁹ ᵑ ₿ ─ ┘∕─  ᵒ ─⅜⁸ ⌐ ≡ק ⌐ ▲╣≡™ᾙύ∆℮ύ יִ ─ ⌂ ⌐ ↑  ύ≈ ⌐ Ӧ ™ ╢ф ꜡϶ ύׂש ╥™◗─ ᴟ─ ṅ њ שׂ ֧  Ҧ○ ◗ ֧ ╢ᴟ ר─∩ ṅ ─ ─ ◗ ֧  ᴟᾂ ṅ ─ ╘ ≈δ™≡─
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ᵔ ─ ─ ─ ⌐ ⇔⁸ ─ │ ⌐ ∆╢ ⌂

⅜№∫√≤⅝│∕─  

ᵕ ─√╘ ⌂ ⅜≢⅝⌂⅛∫√≤⅝│⁸∕─ ┘∕─  

ᵖ ╩ ⇔√  

ᵗ ┘ ⌐ ∆╢  

 

8.2  

│⁸ ≤│ ⌐ ╩ ⇔⁸ ─ ⌐ ∆╢

↓≤⅜≢⅝⁸∕─ ╩ ⌐ ∆╢╟℮ ─ ⌐ ╘╢↓≤⅜≢⅝

╢⁹╕√⁸ ⌐ ∂ ╩ ╘╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 

8.3 ─ ה  

│⁸ ┘ ─ ≤⇔√ ─ ╩

≤⇔⁸ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 

8.4 ─ ┘∕─ ─  

│⁸ ─ ⁸ │ ⅜ ≢№╢≤ ⇔√≤⅝│⁸

─ ⌐ ⇔≡∕─ ─ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸ │ ─ ⌐≈™≡ ⌂

╩ ℮╙─≤∆╢⁹╕√⁸ │⁸ ─ ⌐⁸ │ ⌐ ╢

╩ ⇔√ ≢⁸ ⌐ ⇔≡ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢╙─≤∆╢⁹ 
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ủ ─ ─ ⌐ * ─╙─  

  ─  

P.5 2.2.1 1 ─ 2 2  

P.5 2.2.3 1 ─ 2 2 3  

P.5 2.2.4 1 ─ 2 3  

P.5 3.1 ─ ─

┘  

1 ─ 2 4  

P.5 3.2 ─  1 ─ 2 2  

P.6 3.3.1 1 ─ 2 2  

P.6 3.5.1 39 ─ 2⁸ 1 ─ 2 2 3  

P.6 4 ┘

⌐ ≠⅝ ↕╣╢

─  

1 ─ 2 5 2  

P.6 5.1 ●Ᵽ♫fi☻

─ ─ ─  

11 5 ה 25 5  

P.7 5.2 ◦☻♥ⱶ⌐

╢  

11 4 ה 25 4 ⁸ 28

2 ⁸ 1 ─ 2 5 3  

P.7 5.5 ⌐ ∆╢  11 7 ה 8 ה 25 7 ה 8

⁸ 1 ─ 2 2 2 ה 1 ─ 4 

P.7 5.6 ∕─ ─  21 ─ 5 

P.8 6  39 1 ה 39 ─ 2 2  

P.9 7.2  1 ─ 2 5  

P.9 7.4 ─  11 5 ה 9 ה 25 5 ה 9

⁸ 1 ─ 2 2  

P.9 7.5 ─  11 4 ה 6 ה 11 ─ ה2 25

4 ה 6 ה 25 ─ 2⁸ 21 ─ ה5

39 ─ 2⁸ 1 ─ 2 5  

P.10 7.6 ⌂  18 ה 26 ה 38 ⁸ 21 ─

ה4 24 ה 25 ─ ה2 50 ─ 3 

P.10 8.1 ─  11 4 ה 25 4 ⁸ 38

2 ⁸ 1 ─ 2 5  

₈ההה ₉─  

₈ההה ⌐⅔™≡ ∆╢ ₉─  

₈הה ₉─  


